
群馬県マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行要綱 

 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 

号。以下「法」という。）、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令（平成

１３年政令第２３８号。以下「政令」という。）、マンションの管理の適正化の推進に関

する法律施行規則（平成１３年国土交通省令第１１０号。以下「省令」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。 

 

      第２章 管理計画の認定等 

（管理計画の認定） 

第３条 群馬県の区域内（市の区域は除く。）の管理組合の管理者等は、法第５条の３第１項

の規定に基づき、管理計画の認定を申請することができる。 

（報告の徴収） 

第４条 知事は、法第５条の８第１項の規定に基づき、認定管理者等に対し、管理計画認定マ

ンションの管理の状況について報告を求めるときは、別記様式第１号により行うものとす

る。 

（改善命令） 

第５条 知事は、法第５条の９第１項の規定に基づき、認定管理者等に対し、改善に必要な措

置を命ずる場合は、別記様式第２号により行うものとする。 

２ 認定管理者は、前項の規定により命令された場合は、速やかに必要な措置をとり、改善実

施報告書（別記様式第３号）により知事に報告しなければならない。この場合、当該報告書の

正本及び副本を知事に提出するものとする。 

（管理計画の認定の取消し） 

第６条 法第５条の１０第１項第２号の規定に基づき、認定管理計画に基づく管理計画認定

マンションの管理を取りやめるときは、認定取止申出書（別記様式第４号）の正本及び副本

を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、第５条の１０第２項の規定に基づき、認定管理者等であった者に対し、法第５条

の４の認定を取消した旨を通知するときは、別記様式第５号により行うものとする。 

（添付書類） 

第７条  省令第１条の２第１項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、別表１に

定める書類とする。 

 

 

 附則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



 別表１ 認定申請書に添付する書類（第６条関係） 

・公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証 

 


